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幼稚園の現状

（注） ・「満３歳児入園者数」は、満３歳に達する日以降の翌年度４月１日を待たずに随時入園した者である｡
・幼稚園数、園児数及び教員数（本務者）は幼稚園型認定こども園も含む。

（令和７年５月１日現在）

区分 合計 国立 公立 私立

幼 稚 園 数 8,225 園 100% 47 園 0.6% 2,354 園 28.6% 5,824 園 70.8%

園
児
数

合 計 689,609 人 100% 3,916 人 0.6% 75,525 人 11.0% 610,168 人 88.5%

３ 歳 児 210,275 人 100% 1,039 人 0.5% 18,045 人 8.6% 191,191 人 90.9%

うち満３歳児入園 72,623 人 100% 13 人 0.0% 379 人 0.5% 72,231 人 99.5%

４ 歳 児 224,558 人 100% 1,390 人 0.6% 25,053 人 11.2% 198,115 人 88.2%

５ 歳 児 254,776 人 100% 1,487 人 0.6% 32,427 人 12.7% 220,862 人 86.7%

教 員 数 （本務者） 80,188 人 100% 343 人 0.4% 11,800 人 14.7% 68,045 人 84.9%

（出典：令和７年度学校基本調査）
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園・保護者への財政措置 選考・保育料等の取扱い

子ども・子育て
支援新制度に

移行

【認定こども園（幼保連携型・幼稚園型）】

●市町村から「施設型給付」※２

「教育標準時間認定」を受けた利用者

「保育の必要性認定」を受けた利用者

●都道府県から私学助成（特別補助）※３

●応諾義務

利用の申込みがあったときは、正当な理由がある場合を除
き、拒んではならない

●利用定員を超える場合は、公正な方法等により選考

●「保育の必要性認定」を受けた利用者は、市町村の利用調
整によって入園が決定

●３歳～５歳は保育料ゼロ

●上乗せ徴収

教育・保育の質の向上に必要な対価の徴収が可能

（保護者からの文章での同意が必要）

●実費徴収

物品購入費、行事費、給食費、通園送迎費の徴収が可能

（保護者からの同意が必要）

【新制度幼稚園】

●市町村から「施設型給付」

「教育標準時間認定」を受けた利用者

●都道府県から私学助成（特別補助）※３

子ども・子育て
支援新制度に

移行しない※１

●都道府県から私学助成（一般補助※４）

●市町村から「施設等利用給付」※５

●都道府県から私学助成（特別補助）※３

●建学の精神に基づく選考

●保育料は設置者が設定

※１ 一部、私学助成を受けない幼稚園（宗教法人立や個人立など）も存在する。
新制度施行前から存在する私立幼稚園は、別段の申出を行わない限り「施設型給付」の対象として市町村から確認を受けたものとみなされる。

※２ 国は２分の１負担、都道府県は４分の１負担（「教育標準時間認定」を受けた利用者の分については、地方単独費用部分あり）。
※３ 特別支援教育や特色ある幼児教育の取組等に対する補助を実施する園に支給。
※４ 国が最大２分の１の補助を都道府県に行う。
※５ 国は２分の１負担、都道府県は４分の１負担。

子ども・子育て支援新制度における私立幼稚園の選択肢

赤字部分修正
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